
別紙篠式

童目見意

平成 23年 12毘24日

情報通信審議会

電気通信事業政策部会長様

郵優番号

(ふりがな)

住所

(ふりがな)

氏名(注 1) 

電話番号

電子メールアドレス

F携帯電話の篭話番号数の拡大!こ向けた電気通信番号に保る制度等の在り方J答申(案)に関

し、次のとおり意見を提出します。

注 1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載することとする。

注2 用紙の大きさは、日本工業規格A夢114番とすること。到紙にはページ番号を記載すること。



別紙様式

意見

(該当箇所);本件答申案第 2主主M2Mサーピスへの専用番号の欝当てについて

(意見内容)該当箆所には、M 2 Mサーピスの需要の急激な増加は見込まれていないという旨の記

述がありますが、資料6によると、想定されるM2Mサーピスの需要母体は、 31億フ 000万

と膨大です。したがって、未だ本格的な普及前で改修費用等が少なくてすむ現段轄のうちに、新

識別子の導入や桁数の増加といった措量をとるべきだと思います。そして、このような措置をと

ったことが国際競争上不利誌とならないようにするため、歯際標準化の検討に我が盟が積極的に

参加し、国際協認を留りつつも、設が閣にとって有利な形で層際標準化がなされるように努力す

るべきだと患います。菌際標準化がなされるまで待つというのもひとつの選択肢だと思いますが、

国瞭標準化がいつどのような形でなされるのか不明確であり、これを待っているうちに我が国が

M2Mサービスの発農から取り残されてしまうのではないかという危設も認識するべきだと思

います。


